
4月検針分から6カ月間、水道基本料金を半額にします4/1（火）から、新設・拡充・変更する�
補助などの支援制度をご利用ください

4/1（火）から、障がい児の福祉用具などの�
給付に対する所得制限を撤廃します

　こどもの育ちを保護者の所得にかかわらず支えるため、4 / 1（火）から次の事業において、18歳未満の障がい
児の福祉用具などの給付に対する所得制限を撤廃します。

▼ 対象事業
①日常生活用具給付事業
②軽度・中等度難聴児支援事業

　物価高騰に直面する市民の生活を支援するため、水道基本料金を半額にします。

▼ 対象
　 ⃝市内で水道を利用する水道メータの口径が13～25mmの契約者（県・市などの公共施設を除く）　
　 ⃝口径40mm以上の共用物件（建物一括で契約する集合住宅など）の契約者

▼ 期間　4～9月検針分

▼ 申込　不要（当該期間の水道料金から基本料金の半額を差し引いて請求）

問　高齢障がい支援課　☎（85）3558

問　水道経営課　☎（45）6238

制 度 内 容 問い合わせ

新規
電話リレーサービス 

利用料の負担

聴覚障がいまたは音声・言語機能障がいの身体障害者手帳
をお持ちの方などを対象に、電話リレーサービス利用料の全
額を市が負担します。

高齢障がい
支援課

☎（85）3558

拡充
ねこの手サービス 

（高齢者軽度生活援助事業）

75歳以上の方のみの世帯が受けられる「ねこの手サービス」
の支援内容を拡充します。
•チケットを年96枚付与
•1チケットで30分利用可能
•利用料を課税世帯100円・非課税世帯50円に減額

高齢障がい
支援課

☎（45）6289

拡充
産後ケア利用料の補助

出産後1年以内の母親とそのこどもが受けられる産後ケアの
補助額を拡充します。
•宿泊型(1泊2日)を2万円に増額
•通常日帰り型を1万円に増額
•短時間日帰り・訪問型を3000円に増額
※多胎児加算あり

健康増進課　
☎（47）8000

新規
環境配慮型マットレスへの

買い替えに対する補助

市指定の水平リサイクルが可能なマットレスを対象店舗で購入
し、既に市内に所有しているマットレスについて、販売店など
による無償引き取りサービスを利用した方を対象に、購入費
の15％（上限3万円）を補助します。

環境課　
☎（45）6223

新規
宅配ボックス購入費の補助

戸建て住宅に設置する宅配ボックスを購入・設置した方を対
象に、対象経費の半額（上限1万5千円）を補助します。

新規   生ごみ処理機
「キエーロ」購入費の補助

シルバー人材センター・サンサン大府でキエーロを購入した方
を対象に、購入費の半額（上限1万円）を補助します。

拡充
合併処理浄化槽 

設置事業費の補助

くみ取り便槽・単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換した
方を対象に、撤去費（上限12万円）・設置費（上限41万4千
円）を補助します。

拡充
住宅用地球温暖化対策 
設備導入促進費の補助

定置用リチウムイオン蓄電池・家庭用燃料電池システム・電気
自動車等充給電システムを設置した方を対象に、設備費を補
助します。
•定置用リチウムイオン蓄電池（上限15万円）
•家庭用燃料電池システム（上限10万円）
•電気自動車等充給電システム（上限5万円）

「燃やせるごみ」から「燃やすしかないごみ」に�
名称が変わります

4/1（火）から、�
家庭から出た廃食用油の回収を開始します

　これ以上、資源の分別・ごみの減量化ができない燃やすことがやむを得ないごみという意味を込め、4 / 1（火）
から「燃やせるごみ」の名称を「燃やすしかないごみ」に変更します。ごみ袋は現行のものを継続して使用できます。
燃やすしかないごみの減量にご協力をお願いします。

　温室効果ガスの削減のため、4 / 1（火）から家庭から出た廃食用油の回収を開始します。回収した廃食用油か
ら、二酸化炭素の削減効果がある航空燃料を作ります。

▼ 対象　家庭から出た廃食用油

▼ 回収方法　ふたの閉まるペットボトルに入れて公共資源ステーションに提出

問　環境課　☎（45）6223

問　環境課　☎（45）6223

① ②
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　休日のこどもの安全な遊び場を確保するため、4 / 1（火）から一部の児童（老人福祉）センターの休館日を第１・
３日曜日に変更し、毎週日曜日に児童（老人福祉）センターを開館します。

中学校区 第１・3日曜日休館 第２・４日曜日休館

大府 神田児童老人福祉センター 大府児童老人福祉センター・神田っ子プラザ

大府北 北山児童老人福祉センター（憩の家を含む） 東山児童老人福祉センター

大府西 共長児童センター 共和西児童老人福祉センター

大府南 吉田児童老人福祉センター 石ケ瀬児童老人福祉センター

※児童（老人福祉）センターは、10月から「こども（幸齢者）交流センター」に名称が変わります。

4/1（火）から、毎週日曜日に�
地域の児童（老人福祉）センターが利用できます

問　こども若者支援課　☎（45）6229

県広報コンクール

組み写真部門　
２０２４年１月号

企画広報戦略課　☎（45）6214

広告広告

財源確保などのため、有料広告を掲載しています。広告内容は、市の推奨を意味するものではありませんので、広告主へ直接お問い合わせください。
有料広告掲載に関するお問い合わせはこちら▶

広告

財源確保などのため、有料広告を掲載しています。広告内容は、市の推奨を意味するものではありませんので、広告主へ直接お問い合わせください。
有料広告掲載に関するお問い合わせはこちら▶

リニューアルした知北斎場の内覧会を開催します

　建て替え工事を行っていた知北斎場が完成し、4 / 22（火）か
ら供用を開始します。供用開始前に、お別れ室・待合室などの
内覧や設計中の合葬墓地のイメージ図などの展示を行います。

▼日時　4/15（火）　9：30～15：00

▼場所　知北斎場　
※駐車場に限りがあるので、知北霊園駐車場もご利用ください。
※�リニューアルに伴い、予約方法・使用料が変更します。
　詳細は、知北平和公園組合ウェブサイトをご覧ください。

問　知北平和公園組合　☎（48）5511

こども誰でも通園制度の利用者を募集します

　保育園などに通っていないこどもについて、保護者の就労要件を問わず保育園を利用できる「こども誰でも通
園制度（乳児等通園支援事業）」を2園に拡充して実施します。

▼ 利用日時　平日　10：00～15：00（月2回まで）

▼ 場所　ビオーズよこね保育園・東山ガーデニアこども園

▼ 対象　�市内在住の保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業所などに通っていない生後6カ月～満3
歳未満のこども

▼ 定員　1日3人程度（先着順）

▼ 料金　1500円（別途食事代）

▼ 申込　4/7（月）から申込先窓口へ。
問・申込先　幼児教育保育課　☎（85）3895

 広報紙部門
２０２４年12月号�特 選 �入 選

取材にご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。
今後も、楽しく読めて役に立つ広報紙をお届けします。

広報紙部門は、県代表として全国広報コンクールに出場します。
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